
 寒さが増し、秋を通り越して冬が訪れたような毎日が続いています。子どもたちは運動会に向け、一生懸命

練習をしてきました。ぜひ御家庭でも運動会で頑張ったことをお話してみてください。 

また、１１月末には音楽会もあります。交流クラスのお友達と一緒に歌や合奏の練習に取り組んでいます。

当日は緊張もあるかと思いますが、子どもたちが自信をもって舞台に立てるよう、支えていきたいと思いま

す。 

引き続き、御家庭での温かい見守りとお子さんへのお声がけをよろしくお願いいたします。 

 

お知らせとお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１０月の子どもたちの様子】 
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ＮＯ．３ 

 令和７年５月３０日（金） 

 

1 

たんぽぽ 

集金について 
①今月の集金日は、１１月１１日（火）です。 

個別の教材費を現金で集金いたします。 

 

②１１月の口座からの引き落としはございません。 
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冬の体育時における服装について 
寒さを感じる場合、体育の授業では以下のものを許可します。御家庭で確認し、ルールを守って使用してください。 

□長袖：体育時専用トレーナー（×：フード付き、チャック、ボタン式） 

□長ズボン：体育着のハーフパンツの上から着用を許可します。（×：タイツやレギンス等の着脱しづらいもの） 

□手袋：５本指で、過度な装飾がなく、活動に支障のないもの。 

※長袖と長ズボンは登校時の衣服とは区別し、体育着袋に入れてください。体育着袋に入らない場合は、専用の袋を

御準備ください。 

※手袋は登校時に使用しているものが要件を満たしていれば体育時と兼用することができます。 

※次の場合は、着用を認めない場合があります。御了承ください。 

 ・体温が上がり、運動に支障がなくなったとき 

 ・サイズがあまりにも合っておらず、身体の動きに支障があるとき 

 ・正しく着用できておらず。身だしなみが整わないとき 

 ・手袋については、手指を使う活動において、運動に支障があるとき 

 

 

 

畑に大根を植えました！ 

大きく育つよう、温かい言葉がけをして水や

りをしています！ 

図工の時間にフォトフレームを作りました！ 

デザインを考えてから制作に取り掛かりまし

た！ 

運動会用ハチマキについて 
ハチマキの回収は、１１月６日（木）となります。 

洗濯をして、持たせてください。 

よろしくお願いいたします。 

 


